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○

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
事
業
を
営
む
会
社
の
附
属
明
細
表
）

（
特
定
事
業
を
営
む
会
社
の
附
属
明
細
表
）

第
百
二
十
二
条

別
記
事
業
を
営
む
株
式
会
社
又
は
指
定
法
人
の
う
ち
次
の
各
号

第
百
二
十
二
条

別
記
事
業
を
営
む
株
式
会
社
又
は
指
定
法
人
の
う
ち
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
が
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
附
属
明
細
表
の
用
語
、
様
式
及

に
掲
げ
る
も
の
が
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
附
属
明
細
表
の
用
語
、
様
式
及

び
作
成
方
法
は
、
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
株
式

び
作
成
方
法
は
、
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
株
式

会
社
又
は
指
定
法
人
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
前
条
第

会
社
又
は
指
定
法
人
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
前
条
第

一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
又
は
こ
れ
ら
に
相

一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
又
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
附
属
明
細
表
に
つ
い
て
は
、
作
成
を
要
し
な
い
。

当
す
る
附
属
明
細
表
に
つ
い
て
は
、
作
成
を
要
し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
、
長
期
信
用
銀

二

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
、
長
期
信
用
銀

行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）
、
経
済
産
業
省
・

行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）
、
経
済
産
業
省
・

財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成

財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成

二
十
年
内
閣
府
・
財
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
、
株
式
会
社
日
本
政

二
十
年
内
閣
府
・
財
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
、
株
式
会
社
日
本
政

策
金
融
公
庫
の
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省

策
金
融
公
庫
の
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省

・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀

・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
又
は
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資

行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
財
務
省
令
第
六
十
号
）
又
は
株
式

銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
財
務
省
令
第
六
十
号
）
の
適
用

会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
財
務
省
令
第

を
受
け
る
株
式
会
社
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣

十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
株
式
会
社
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（

府
・
農
林
水
産
省
令
第
十
六
号
）
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る

平
成
十
三
年
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
十
六
号
）
、
協
同
組
合
に
よ
る
金

法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
、
信
用
金
庫
法
施
行
規
則

融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
、
信
用

（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
又
は
労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
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金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
又
は
労
働
金
庫

和
五
十
七
年
大
蔵
省
・
労
働
省
令
第
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
指
定
法
人
に

法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
・
労
働
省
令
第
一
号
）
の
適
用
を
受

つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表

け
る
指
定
法
人
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

を
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
附
属
明
細
表
を
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と

す
る
。

三
〜
十
三

（
略
）

三
〜
十
三

（
略
）
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○

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
信
用
金
庫
連
合
会
の
付
随
業
務
）

（
信
用
金
庫
連
合
会
の
付
随
業
務
）

第
五
十
三
条

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
又
は
手

第
五
十
三
条

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
又
は
手

形
の
引
受
け
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

形
の
引
受
け
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

当
該
信
用
金
庫
連
合
会
が
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
と
と
も
に
行
う
資
金

六

当
該
信
用
金
庫
連
合
会
が
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
と
と
も
に
行
う

の
貸
付
け
を
受
け
る
者
の
た
め
に
す
る
債
務
の
保
証
（
株
式
会
社
国
際
協
力

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
の
た
め
に
す
る
債
務
の
保
証
（
株
式
会
社
日
本

銀
行
が
行
う
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
債
務
の
保
証
に
限
る
。
）

政
策
金
融
公
庫
が
行
う
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
債
務
の
保
証
（
金
融
庁
長
官

が
定
め
る
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
債
務
の
保
証
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

七

（
略
）

七

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

２
〜
９

（
略
）



- -4

○

金
融
庁
等
の
職
員
が
検
査
の
際
に
携
帯
す
べ
き
身
分
証
明
書
等
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六
十
九
号
）

改

正

案

現

行

１

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
検
査
の
際
に
金
融
庁
又
は
財
務

１

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
検
査
の
際
に
金
融
庁
又
は
財
務

局
若
し
く
は
財
務
支
局
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
又
は

局
若
し
く
は
財
務
支
局
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
又
は

証
票
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三

証
票
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
二

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
二

十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
、
第
二

十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
、
第
二

十
七
条
の
三
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
十
五
、
第
百
八
十
五
条
の
五
並
び

十
七
条
の
三
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
十
五
、
第
百
八
十
五
条
の
五
並
び

に
第
百
八
十
七
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
並
び
に
同
法
第
百
九
十
四
条

に
第
百
八
十
七
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
並
び
に
同
法
第
百
九
十
四
条

の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法

の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

一
〜
三
十
四

（
略
）

一
〜
三
十
四

（
略
）

三
十
五

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）

（
新
設
）

第
三
十
九
条
第
二
項

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

別
紙
様
式
１
〜
４

（
略
）

別
紙
様
式
１
〜
４

（
略
）
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○

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
）

（
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
）

第
十
条

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

第
十
条

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て

は
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
同
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
金
融

は
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
同
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
金
融

庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
略
）

十
三

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

十
三

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（

平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
専
任
の
部

門
に
限
る
。
）
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

十
四
〜
二
十
七

（
略
）

十
四
〜
二
十
七

（
略
）

２
〜

（
略
）

２
〜

（
略
）

12

12
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○

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
七
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
申
込
み
等
を
受
け
た
金
融
機
関
が
緊
密
な
連
携
を
図
る
者
）

（
申
込
み
等
を
受
け
た
金
融
機
関
が
緊
密
な
連
携
を
図
る
者
）

第
四
条

法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

第
四
条

法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

一

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

二

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行

二

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行

三

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行

（
新
設
）

四

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

三

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

五

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金

四

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金

六

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

五

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

七

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

六

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

八

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構

七

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構

２

（
略
）

２

（
略
）


